
　１　目的 　本業務は、市営住宅（団地）における消防用設備の機能を正常に維持するために
必要な保守点検を実施するものである。

　２　施行場所 甲府市北新一丁目５番　外
甲府市荒川二丁目１２番
甲府市山宮町１，９００番地
甲府市上石田四丁目１９番
甲府市下石田二丁目１６番
甲府市善光寺三丁目２０番

　３　委託期間 契約締結日　～　令和　9年　３月　１９日

　４　点検対象設備 １）消火器設備
２）避難用ハッチ
３）避難用梯子
４）自動火災報知設備　(自動試験機能付き）
５）非常警報設備
※別紙、消防設備等保守点検箇所一覧を確認すること。
　点検時に必要な情報（設備位置、住戸の空状況等）は、契約後に提示する。

　５　点検内容 　消防法第１７条の３の３及び消防法施行規則第３１条の６に基づき適正に行う
ものとする。
点検業務は、資格を有する者が行うこと。（消防設備士免状の交付を受けて
いる者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格
者、防火設備検査員等）

　６　点検回数 消防用設備点検
・　外観機能点検 １回
・　総合点検（外観機能点検含） １回の計２回とする。

　７　点検に伴う業務 １）点検作業の周知について
　　点検作業を行う前に、入居者への周知活動を行うこと。（全戸へのビラ配布、掲示等）
避難ハッチ点検対象の入居者へは、点検の２週間前までに全戸ドアポストへ
チラシ配布を行い、各掲示板等へチラシの貼付けを行うこと。
作業終了後は、速やかにチラシの撤去を行うこと。
　点検作業の際は入居者への安全対策及びトラブル防止に努めること。
２）不在者への対応について
　　入居者が不在の場合は、初回を含め３回以上訪問し、通知を入れる等、
　不在者との日程調整に努めること。
　また、訪問及び連絡の日時・内容等を訪問記録報告書等に記載したものを
　随時提出すること。

※受注者は、入居者からの電話問い合わせに対して、会社に人員を配置するなど、
確実に電話対応を行える体制を整えること。（施工計画書に明記すること）

　8　点検報告 各点検毎に関係法令指定様式を使用し、業務報告書を提出すること。
また、総合点検においては所轄消防署提出用の概要報告書を２部提出し、
所轄消防署へ報告すること。
報告書提出の際は、不具合箇所一覧表を作成し、写真と共に提出すること。
また、不具合箇所については、改修のための概算見積書を提出すること。

北新団地Ａ号館外消防用設備保守点検業務委託仕様書

北新団地Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 号館 　北新団地集会所
荒川団地　　荒川団地集会所
宮塚団地　　宮塚団地集会所
南西団地　　南西団地集会所
南西第二団地　　南西第二団地集会所
善光寺団地　　善光寺団地集会所



　９　費用の負担 　業務遂行中、受注者の過失で生じた設備機器等の破損については、受注者の
負担で現状復旧するものとし、その他に起因するものは協議の上決定する。

１０　安全管理 　入居者及び地域住民の安全確保については十分留意すること。
点検作業の際、作業員は身分証・名札を携帯し、ヘルメットの着用を行うこと。

１１　業務記録の整備 　受注者は業務記録を整備し、監督員の要求があったときには遅滞なく提出
しなければならない。
１）業務報告書
２）写真
３）その他関係書類

１２　情報保護等 　受注者は、本業務の実施にあたり、職務上知り得た情報及び付随する事項について
いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならない。
また、入居者の個人情報についても十分な配慮、適切な対応を行うこと。
なお、本業務完了後についても情報の保護に務めること。

１３　協議事項 　本仕様書に定めのない事項について、疑義を生じた場合は発注者、受注者
にて協議の上決定するものとする。


